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○千代田区家庭的保育事業等の認可及び運営に関する規則 

平成27年５月29日規則第42号 

改正 

平成29年９月26日規則第30号 

千代田区家庭的保育事業等の認可及び運営に関する規則 

千代田区家庭的保育事業等の認可に係る設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

（平成27年千代田区規則第15号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、千代田区（以下「区」という。）における家庭的保育事業等の認可手続

及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、別に定めるもののほか、千代田区家庭的保育事業等

の認可に係る設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年千代田区条例第18号。以下

「条例」という。）における用語の例による。 

（設置経営主体） 

第３条 小規模保育事業を行う者は、法人でなければならない。ただし、小規模保育事業Ｃ型

については、この限りでない。 

（認可手続） 

第４条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等認可申請書（第１号様式）

に別表第１に掲げる書類を添えて、当該事業を開始しようとする日の１か月前（次項におい

て「申請期限日」という。）までに区長に提出しなければならない。 

２ 家庭的保育事業等を行おうとする者が前項の申請書を提出しようとするときは、行おうと

する家庭的保育事業等について、申請期限日の５か月前までに区長と協議するよう努めるも

のとする。 

３ 区長は、第１項の申請書を受理したときは、申請内容について必要な調査を行うものとす

る。 

４ 区長は、前項の調査の結果、当該申請内容が法令に適合すると認めるときは、申請者に認

可証（第２号様式）を交付する。 

５ 認可証の交付を受けた家庭的保育事業者等は、交付された認可証を家庭的保育事業等を行

う事業所（以下「事業所」という。）の見やすい場所に掲示しなければならない。 
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（内容変更） 

第５条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等に使用する土地及び建物その他設備又は定

員等の運営方法を変更しようとするときは、家庭的保育事業等内容変更届（第３号様式）に

別表第２に掲げる書類を添えて、変更しようとする日の１か月前までに区長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 区長は、前項の届出を受理した場合は、当該届出の内容について調査及び審査を行い、変

更することが適当であると認めるときは、その旨を当該家庭的保育事業者等に通知する。 

３ 第１項に定めるもののほか、認可証が交付された後に、提出した申請書及び添付書類の内

容に変更が生じたときは、家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等内容変更届（第３号様

式）に次の各号に掲げる変更事由の区分に応じて当該各号に定める書類を添えて、当該変更

が生じた日から１か月以内に区長に提出しなければならない。 

(１) 事業所の名称の変更 変更を決定したことが確認できる書面の写し 

(２) 家庭的保育事業者等の名称の変更 

ア 定款変更承認書の写し 

イ 名称変更後の法人登記事項証明書 

(３) 代表者の変更 

ア 代表者の履歴書（本人の顔写真が貼付されたもの） 

イ 登記事項証明書又は登記簿に記載されている事項の概要を記載した書面 

(４) 施設長の変更 

ア 施設長の履歴書（本人の顔写真が貼付されたもの） 

イ 施設長の資格証の写し 

ウ 第８条第２項に規定する責任者の資格を有することを証する書面 

(５) 前各号に掲げるもの以外の変更 変更内容が確認可能な書面 

（廃止又は休止） 

第６条 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等を廃止又は休止（１年間を超えない期間に

おいて事業を実施しないことをいう。以下同じ。）をしようとするときは、利用者及び区の

保育事業に対する影響が最小限となるよう、相当期間の余裕をもって、区長に協議しなけれ

ばならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等の廃止又は休止を決定した場合は、速やかに利

用者に対して説明を行うとともに、入所児童の保育の確保を図らなければならない。 
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３ 家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとする日の１か月前まで

に、家庭的保育事業等廃止（休止）届出書（第４号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて

区長に提出しなければならない。 

(１) 廃止又は休止を決定したことが確認できる書面の写し 

(２) 財産処分の具体的方法 

(３) 入所児童の保育の確保を説明する書面（児童の氏名、年齢、受け入れ先の施設名、受

け入れ予定年月日を記載すること。） 

（資産要件等） 

第７条 家庭的保育事業者等（社会福祉法人であるものを除く。）は、当該家庭的保育事業等

の年間事業費の12分の１以上に相当する資金を流動性のある資産により保有していなけれ

ばならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、収支計算書及び損益計算書において、当該家庭的保育事業等に係

る経理区分を設けなければならない。 

（施設長） 

第８条 事業所（居宅訪問型保育事業を行う事業所を除く。）には、当該事業所において行わ

れる保育を指揮し、監督する責任者として施設長を置かなければならない。この場合におい

て、当該施設長は、他の事業所の施設長となることができない。 

２ 前項の施設長は、保育士又は家庭的保育者であって、家庭的保育事業等（居宅訪問型保育

事業を除く。）、認可保育所（児童福祉法（昭和22年法律第164号）に基づき設置された保

育所をいう。以下同じ。）又は東京都認証保育所（東京都認証保育所事業実施要綱（平成13

年５月７日付12福子推第1157号）に基づき設置される保育所をいう。以下同じ。）において、

保育の実務経験を１年以上有するものでなければならない。 

３ 第１項の施設長は、条例第29条第１項若しくは条例第44条第１項の保育士、条例第31条第

１項若しくは条例第47条第１項の保育従事者又は条例第34条第１項の家庭的保育者と兼ね

ることができない。 

（家庭的保育補助者） 

第９条 条例第23条第３項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するも

のであることとする。 

(１) 幼稚園教諭、保健師、助産師又は看護師の資格を有していること。 

(２) 前号に定めるもののほか、保育士と同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める
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こと。 

（保育を実施しない日） 

第10条 次の各号に定める日は、家庭的保育事業等における保育を実施しない日とすることが

できる。 

(１) 土曜日及び日曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(３) 12月29日から翌年１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

（保育実施時間） 

第11条 条例第24条第２項に規定する規則で定める保育時間の基準は、次の表に定めるとおり

とする。 

類型 基本保育時間 延長保育時間 

家庭的保育事業 
９時00分から 

17時00分まで 

ア ７時30分から９時00分まで 

イ 17時00分から19時30分まで 

小規模保育事業 

Ａ型及びＢ型 
７時30分から 

18時30分まで 
18時30分から21時00分まで 

Ｃ型 
９時00分から 

17時00分まで 

ア ７時30分から９時00分まで 

イ 17時00分から19時30分まで 

居宅訪問型保育事業 
１訪問あたり保育

開始から11時間 

児童が保育を必要とする要件を満た

さなくなるまで延長保育を実施する

ことができる。 

事業所内保育事業 
７時30分から18時

30分まで 
18時30分から21時00分まで 

２ 延長保育は、１か月を単位として行うものとし、家庭的保育事業者等は、その期間内にお

いては、延長保育の開始時間及び終了時間を変更することができない。 

（遵守事項） 

第12条 保育を行うにあたっては、子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例（平

成26年千代田区条例第17号）及び千代田区保育施設等運営基準条例（平成26年千代田区条例

第19号）並びに保育所保育指針（厚生労働省が告示するものをいう。）を遵守しなければな

らない。 
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（利用者負担額） 

第13条 家庭的保育事業等の基本保育時間に係る利用者負担額は、千代田区保育の実施に関す

る条例（昭和62年千代田区条例第７号）別表に定める額を限度とし、家庭的保育事業者等が

定めるものとする。 

２ 延長保育に係る利用者負担額は、月額をもって家庭的保育事業者等が定めるものとし、そ

の金額は、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業においては１時間延長す

るごとに月額3,000円を限度とし、居宅訪問型保育事業においては１時間延長するごとに月

額1,000円を限度とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、区内に住所を有しない児童の家庭的保育事業等に係る利用者

負担額については、当該児童の居住する区市町村の規定を適用するものとする。 

（備える帳簿等） 

第14条 家庭的保育事業者等は、職員の状況及び保育している児童の処遇の状況を明らかにす

るため、別表第３に定める帳簿を整備しなければならない。 

（書類提出義務） 

第15条 家庭的保育事業者等は、毎年５月末までに次の各号に掲げる書類を区長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 前年度の決算報告書 

(２) 前年度の収支決算書 

(３) 当該家庭的保育事業に従事する保育従事者の賃金台帳 

（緊急時連絡先） 

第16条 家庭的保育事業者等は、緊急時に備え、家庭的保育事業等を行う場所付近の警察署、

消防署及び医療機関その他の関係機関の連絡先一覧を速やかに作成し、すべての保育従事者

及び保護者に周知するとともに、区長に提出しなければならない。 

（相談窓口の整備） 

第17条 家庭的保育事業者等は、当該事業の運営に関し利用者等から広く意見を聴取するよう

努めるとともに、利用者等からの苦情及び相談に関して、専門の窓口を設置する等体制の整

備に努めるものとする。 

（運営委員会の設置） 

第18条 家庭的保育事業者等（社会福祉法人であるものを除く。）は、当該事業の運営の向上

を図るため、運営委員会を設置しなければならない。 
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２ 前項の運営委員会は、社会福祉事業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者

（これに準ずる者を含む。）及び実務を担当する幹部職員で構成するものとする。 

（第三者評価の受審） 

第19条 家庭的保育事業者等は、認可を受けた家庭的保育事業等について３年に１度以上、福

祉サービス第三者評価を受審しなければならない。 

（指導監督及び調査） 

第20条 区長は、別に定める指導監督基準により、家庭的保育事業者等に対し当該家庭的保育

事業等の実施について指導及び監督を行うことができる。 

２ 区長は、区の職員をして事業所に立ち入り、設備及び運営について調査を行うことができ

る。この場合においては、必要に応じ保育従事者その他の職員及び利用児童の保護者等から

事情を聴取することができる。 

（認可の取消し） 

第21条 区長は、家庭的保育事業等又は家庭的保育事業者等が次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、家庭的保育事業等の認可を取り消すことができる。 

(１) 保育内容、設備等に法令等に対する重大な違反があったとき。 

(２) 補助金等の虚偽申請又は虚偽請求その他不正の事実が判明したとき。 

(３) 前条第１項の規定による指導監督に協力せず、又は改善指導若しくは改善勧告に従わ

ないとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、家庭的保育事業等の運営に著しい問題があり、認可を取

り消すことが適当であると区長が認めたとき。 

（事業期間） 

第22条 家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。）は、保育の安定的な確保及び提供

の観点から、当該事業の実施期間を原則として10年以上としなければならない。 

（事業所内保育事業の格差解消措置） 

第23条 事業所内保育事業を行う者は、当該事業の運営を保育事業者等に対し委託等により実

施する場合は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に定める保育給付の趣旨に鑑

み、当該事業所内保育事業の入所に係る区民利用枠と従業員枠の給付額の格差を解消するた

めの措置を講じなければならない。 

（説明責任） 

第24条 家庭的保育事業者等は、施設及び提供する保育の内容並びに契約の内容及びその履行
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に関する事項について、保育を利用しようとする者に対し、明示し、適切に説明しなければ

ならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用者に対して設置者の氏名その他の事項を記載した書面を交付

しなければならない。 

（委任） 

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、子ども部長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前において家庭的保育事業ガイドライン

（平成21年10月30日雇児発1030第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に基づいて

行われる研修又はこれに類する研修を修了した者及び次の各号に掲げる事業又は施設にお

いて１年以上の実務経験を有する者は、子育て支援員（子育て支援員研修事業実施要綱（平

成27年５月21日雇児発521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に規定する子育

て支援員をいう。）として家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。）に従事するこ

とができる。 

(１) 家庭的保育事業等 

(２) 認可保育所 

(３) 東京都認証保育所 

３ 施行日前において公益社団法人全国保育サービス協会が実施する研修若しくは居宅訪問

型保育事業者が自ら行う研修によって居宅訪問型保育事業に必要な知識について習得して

いる者又は居宅訪問型保育事業で１年以上の実務経験を有する者は、居宅訪問型保育事業に

従事することができる。 

４ 前２項の規定の適用を受ける職員は、平成32年３月31日までの間に区長が別に指定する研

修を修了しなければならない。 

附 則（平成29年９月26日規則第30号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の千代田区家庭的保育事業等の認

可及び運営に関する規則の規定は、平成29年４月１日から適用する。 

別表第１（第４条関係） 
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(１) 家庭的保育事業 

項目 提出書類 

職員関係 １ 職員構成の分かる書類（第５号様式） 

２ 条例第23条第１項に規定する職員の履歴書

の写し 

３ 前記２の職員の資格証の写し 

４ 所定労働時間等の明記された雇用契約書の

写し 

５ 派遣職員の労働契約書（配置する場合のみ）

６ 施設長の要件を満たすことを証する書類

（勤務証明書等） 

建物・設備関係 １ 建物・土地の状況（第６号様式） 

２ 建物の案内図、配置図、平面図 

３ 保育所内の各室から公道までの避難経路を

記載した平面図 

４ 建物の建築時の建築確認申請書及び確認済

証の写し 

５ 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済

証の写し 

６ 検査済証の写し 

運営方針等 １ 保育所規則、利用契約書、重要事項説明書 

２ 就業規則 

※ 給与規定を含む。所轄の労働基準監督署長

に届け出る義務がある場合には、受理印の印

影が確認できる写しを提出すること。 

３ 事業計画書 

４ 賠償責任保険証書の写し 

設置者関係等 １ 資金計画書 

２ 今後３年間の収支予算書 
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３ 直近３年間の決算報告書（財務諸表を含

む。） 

４ 設置者全体の今後３年間の収支（損益）予

算書（２と同様の場合省略可） 

５ 設置者全体の今後３年間の借入金等返済

（償還）計画 

６ 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書

（新規設立法人の場合のみ） 

７ 残高証明書（直近１か月に発行された原本）

８ 設置者又は法人の代表者の履歴書（設置者

又は法人代表者の顔写真が貼付されたもの） 

９ 登記事項証明書又は登記簿に記載されてい

る事項の概要を記載した書面（法人の場合） 

10 定款の写し（法人の場合） 

(２) 小規模保育事業 

項目 提出書類 

職員関係 １ 職員構成の分かる書類（第５号様式） 

２ 条例第29条、第31条又は第34条に規定する

基準職員の履歴書の写し 

３ 前記２の職員の資格証の写し 

４ 嘱託医の医師免許証の写し 

５ 看護師又は保健師の免許証の写し 

６ 所定労働時間等の明記された雇用契約書の

写し 

７ 責任者の要件を満たすことを証する書類書

類（勤務証明書等） 

８ 派遣職員の労働契約書（配置する場合のみ）

建物・設備関係 １ 建物・土地の状況（第６号様式） 

２ 建物の案内図、配置図、平面図 
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３ 保育所内の各室から公道までの避難経路を

記載した平面図 

４ 建物の建築時の建築確認申請書及び確認済

証の写し 

５ 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済

証の写し 

６ 検査済証の写し 

運営方針等 １ 保育所規則、利用契約書、重要事項説明書 

２ 就業規則 

※ 給与規定を含む。所轄の労働基準監督署長

に届け出る義務がある場合には、受理印の印

影が確認できる写しを提出すること。 

３ 事業計画書 

４ 賠償責任保険証書の写し 

設置者関係等 １ 資金計画書 

２ 今後３年間の収支予算書 

３ 直近３年間の決算報告書（財務諸表を含

む。） 

４ 設置者全体の今後３年間の収支（損益）予

算書（２と同様の場合は省略可） 

５ 設置者全体の今後３年間の借入金等返済

（償還）計画 

６ 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書

（新規設立法人の場合のみ） 

７ 残高証明書（直近１か月に発行された原本）

８ 設置者又は法人の代表者の履歴書（設置者

又は法人代表者の顔写真が貼付されたもの） 

９ 登記事項証明書又は登記簿に記載されてい

る事項の概要を記載した書面（法人の場合） 
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10 定款の写し（法人の場合） 

(３) 居宅訪問型保育事業 

項目 提出書類 

職員関係 １ 職員構成の分かる書類（第５号様式） 

２ 所定労働時間等の明記された雇用契約書の

写し 

運営方針等 １ 運営規程、利用契約書、重要事項説明書 

２ 就業規則 

※ 給与規定を含む。所轄の労働基準監督署長

に届け出る義務がある場合には、受理印の印

影が確認できる写しを提出すること。 

３ 事業計画書 

４ 賠償責任保険証書の写し 

設置者関係等 １ 資金計画書 

２ 今後３年間の収支予算書 

３ 直近３年間の決算報告書（財務諸表を含

む。） 

４ 設置者全体の今後３年間の収支（損益）予

算書（２と同様の場合省略可） 

５ 設置者全体の今後３年間の借入金等返済

（償還）計画 

６ 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書

（新規設立法人の場合のみ） 

７ 残高証明書（直近１か月に発行された原本）

８ 設置者又は法人の代表者の履歴書（設置者

及び法人代表者の顔写真が貼付されたもの） 

９ 登記事項証明書又は登記簿に記載されてい

る事項の概要を記載した書面（法人の場合） 

10 定款の写し（法人の場合） 
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(４) 事業所内保育事業 

項目 提出書類 

職員関係 １ 職員構成の分かる書類（第５号様式） 

２ 条例第44条又は第47条に規定する基準職員

の履歴書の写し 

３ 前記２の職員の資格証の写し 

４ 嘱託医の医師免許証の写し 

５ 看護師又は保健師の免許証の写し 

６ 所定労働時間等の明記された雇用契約書の

写し 

７ 責任者の要件を満たすための書類（勤務証

明書等） 

８ 派遣職員の労働契約書（配置する場合のみ）

建物・設備関係 １ 建物・土地の状況（第６号様式） 

２ 建物の案内図、配置図、平面図 

３ 保育所内の各室から公道までの避難経路を

記載した平面図 

４ 建物の建築時の建築確認申請書及び確認済

証の写し 

５ 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済

証の写し 

６ 検査済証の写し 

７ 建物及び土地の登記事項証明書 

運営方針等 １ 保育所規則、利用契約書、重要事項説明書 

２ 就業規則 

※ 給与規定を含む。所轄の労働基準監督署長

に届け出る義務がある場合には、受理印の印

影が確認できる写しを提出すること。 

３ 事業計画書 
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４ 賠償責任保険証書の写し 

設置者関係等 １ 資金計画書 

２ 今後３年間の収支予算書 

３ 直近３年間の決算報告書（財務諸表を含

む。） 

４ 設置者全体の今後３年間の収支（損益）予

算書（２と同様の場合省略可） 

５ 設置者全体の今後３年間の借入金等返済

（償還）計画 

６ 会社開設時の開始貸借対照表及び仮決算書

（新規設立法人の場合のみ） 

７ 残高証明書（直近１か月に発行された原本）

８ 設置者又は法人の代表者の履歴書（設置者

又は法人代表者の顔写真が貼付されたもの） 

９ 登記事項証明書又は登記簿に記載されてい

る事項の概要を記載した書面（法人の場合） 

10 定款の写し（法人の場合） 

別表第２（第５条関係） 

変更内容 提出書類 

土地建物の規模構造・使用区分（保育室、

遊戯室、乳児室、ほふく室等の設置位置等）

の変更 

１ 建物・土地の状況（第６号様式） 

２ 建物の変更前後の案内図、配置図及び平面

図 

３ 土地の実測図（変更がある場合のみ） 

４ 建物・土地の登記事項証明書又は賃貸借契

約書等（変更がある場合のみ） 

５ その他区長が必要と認める書類 

定員又は年齢区分の変更 

 

１ 職員の構成（第５号様式） 

２ その他区長が必要と認める書類 

３ 施設長の要件を満たす事を証する書面 
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４ その他区長が必要と認める書類 

別表第３（第14条関係） 

帳簿名 

運営

管理

関係 

１ 認可証 

保育

内容

関係 

１ 児童名簿 

２ 利用契約書 ２ 保育課程 

３ 重要事項説明書 ３ 指導計画 

４ 保育所規則 ４ 食育計画 

５ 就業規則 ５ 保健計画 

６ 雇用契約書 ６ 児童出欠簿 

７ 職員履歴書 ７ 保育日誌 

８ 資格証明書 ８ 児童票 

９ 労働者名簿 ９ 保護者との連絡帳 

10 職員勤務管理表 10 園だより 

11 出勤簿 11 緊急連絡表 

12 賃金台帳 12 給食献立表 

13 社会保険関係書類 13 検便検査表 

14 職員健康診断記録 14 児童健康診断記録 

15 室内化学物質濃度測定結果 15 ０歳児の健康記録 

16 消防署関係書類 16 事故簿 

17 

防火管理者選任届出 17 損害賠償保険証書 

消防計画届出 

会計

経理

関係 

１ 経理規程 

消防署立入検査結果通知書 ２ 予算関係書類 

18 防災訓練の記録 
３ 

証憑書類 

（契約書・請求書・領収書等） 

19 給食開始届出 ４ 経理帳簿類 

５ 決算関係書類 

第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第４条関係） 
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第３号様式（第５条関係） 
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第４号様式（第６条関係） 
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第５号様式（別表第１、第２関係） 
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第６号様式（別表第１、第２関係） 
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